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現地レポート：道路橋保全の取組み －この5年の実績と今後－ 
 

“道守”養成プロジェクトによるインフラ長寿命化の挑戦 

出水 享＊ 森田千尋＊＊ 中村聖三＊＊＊ 松田 浩＊＊＊＊  
 

1．はじめに1 

 観光立県を推進する長崎県には、教会群等の観光

資源が半島や離島に点在するが、それらを結ぶ多数

の渡海橋や港湾等のインフラ構造物の老朽化が進行

している。これに対して、県の財政状況は厳しく、

建設事業費は削減され、維持管理費の増額も見込め

ない状況にあり、費用や人材の面で多くの課題があ

る。 
長崎大学工学部では、長崎県をはじめ県内市町

や地元企業との連携による共同研究・事業の推進を

目的として、平成19年1月にインフラ長寿命化セン

ターを設立した。一方、長崎県はインフラ構造物の

予防保全的管理手法への転換を図るために、公共土

木施設維持管理基本方針1)を策定し、維持管理の計

画ならびに体制の充実に取り組んでいる。さらに、

全国に先駆けて平成20年3月に橋梁長寿命化修繕計

画2)を策定するなど、道路インフラ施設の維持管理

に精力的に取り組んでいる。点在する多くの構造物

の維持管理業務を適切に実施するためには地域に密

着した維持管理技術者が相当数必要であるが、現状

ではそうした技術者の数が絶対的に不足しており、

その養成が喫緊の課題となっている。 
そうした中、長崎大学は重要な社会資本である

道路インフラ施設の維持管理や見守り活動を行える

人材である“道守（みちもり）”の養成を目的とした

プロジェクト「観光ナガサキを支える“道守”養成ユ

ニット(図-1)」を平成20年10月から実施している。 

2．プロジェクト概要 

2.1 実施体制 
 プロジェクトは、インフラ長寿命化センターを中

心とし、長崎県および地元建設業界をはじめ、国や

市町や一般市民等との連携により実施している。プ

ロジェクトを推進するために長崎県土木部、（社）

長崎県建設業協会、（社）長崎県測量設計業協会、

（財）長崎県建設技術研究センター、長崎大学から

──────────────────────── 
Challenge of infrastructure Long-lived due to "Michimori" 
project in Nagasaki  

構成される運営協議会を設置し、講座・カリキュラ

ムの決定・改善、受講者の選考、受講者の評価・認

定、特別講演会、シンポジウムの企画・実施、認定

者の継続教育、その他のプロジェクトの運営方針に

ついての協議を行っている。 
日常の業務は、インフラ長寿命化センターに所

属する教職員により実施している。また、岐阜大学、

（独）土木研究所との三者間で、「社会基盤のメンテ

ナンスに係る地域人材育成に関する協定」を締結し、

カリキュラム・教材に関する情報交換や講師の派遣、

シンポジウムでの話題提供などの連携を行っている。

講師陣は長崎大学を中心とし、長崎県土木部、全国

の大学および県内外の建設関連業界からも招聘して

いる。 
2.2 講座概要 
2.2.1 受講できるコース 

講座は4コース（図-2）あり、2グループに大別

することができる。一つは一般市民を対象とした市

民講座レベルの道守補助員コースである。もう一つ

は地元自治体職員、地元企業職員およびそれらの

OBを対象とする専門的レベルの道守補コース、特

定道守コース、道守コースである。以下に各コース

の概要を示す。 

 
 
 

・道路の清掃、美化
・道路インフラの異常
の発見、報告

・各種公的資格の取得
・橋梁、トンネル、斜面・のり面の点検
・地域に密着した維持管理業務
・インフラ長寿命化に係わる新産業創出

講 義

一般市民 自治体職員・建設業従事者・ 団塊世代退職者

点検実習・点検演習

調査・診断・対策

マネジメント

道守補助員

現場実習

道守補 道 守特定道守

イ ン フ ラ 長 寿 命 化 セ ン タ ー

養成対象者

講義・特別講演

カリキュラム

養成コース

認 定 試 験（筆記、論述、プレゼンテーション）

活躍の場

図-1 プロジェクト概要 
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(1) 道守補助員コース 
日常生活の中で道路インフラ施設の大きな変

状・異常を発見し、その状況を管理する担当機関

（国，県，市町等）に報告できる人材の養成を行っ

ている。カリキュラムは、講義4.5時間、現場実習

1.5時間の計約6時間（1日間）で実施している。講

義では道路インフラ施設の重要性、変状・異常事例

等を説明し、現場実習では橋梁、斜面などに出向き

変状・異常が発生しやすい箇所の説明、点検シート

の作成や添削を行っている。 
(2) 道守補コース 

道路インフラ施設の点検作業・記録ができる一

級土木施工管理技士レベルの人材を養成している。

カリキュラムは、講義14時間、点検演習12時間、

点検実習10時間、その他講演等3時間の計39時間

（週一回1ヵ月半）で実施している。講義では主に

道路インフラ施設の構造・点検に関する説明を行い、

点検演習では非破壊試験装置や各種点検機器等を使

用し撤去橋梁を用いた演習（写真-1）を行っている。

点検実習（写真-2）では、道路管理者の協力のもと、

補修・補強・架替え予定のあるコンクリート橋や鋼

橋に出向き、点検の際に重要な部位や部材の確認、

点検シートの記載方法などの実習を行っている。 
(3) 特定道守コース 

コンクリート構造・鋼構造の2分野があり、道路

インフラ施設の診断ができ、各分野できわめて高度

な技術を有するコンクリート診断士・鋼構造診断士

レベルの人材を養成している。カリキュラムは、道

守補コースのカリキュラムに加えて環境工学、情報

処理、計測モニタリングなどの共通科目および各分

野の専門科目・プロジェクト演習で構成されている。

プロジェクト演習は、数パターンの変状を有する構

造物を想定して、(1）調査・計画、(2）予測・評価、

(3)補修・補強計画について案を作成し、各案の良

否を経験豊富な技術者を交えながらディスカッショ

ンを行う受講者参加型の講義である。 
(4) 道守コース 

点検・診断の結果の妥当性を適切に評価して総

合的な判断を行うことができ、さらに維持管理に関

するマネジメントができる技術士レベルの人材を養

成している。カリキュラムは、特定道守コースのカ

リキュラムに加えてアセットマネジメント、リスク

マネジメント、ライフサイクルマネジメント、道守

総合演習の講義・演習で構成されている。道守総合

演習では、長崎県橋梁長寿命化修繕計画をもとに、

橋梁の健全度判定方法、および点検結果から健全度

診断までの一連の流れを説明している。そして橋梁

の健全度に応じた補修・補強工法の選定および費用

の算出、劣化曲線を用いた橋梁の劣化予測に基づく

補修・補強時期の推定および維持管理費用の平準化

を行っている。 
 
 

写真-1 点検演習状況 

図-2 養成人材 

写真-2 点検実習状況 
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2.2.2 実施上の工夫 
講座やカリキュラムにおいては、多くの方々に

受講してもらうための配慮を行っている。例えば道

守補助員コースでは、開催日を一般市民が参加しや

すい土日祝日とし、各地で出前講義を行っている。

道守補コースではDVD教材を作成し、各地でDVD
講座を開催している。また、1年目に道守補コース、

2年目に特定道守コース、3年目に道守コースと段

階的に講義を受講し、ステップアップできるカリ

キュラムを組んでいる。道守コースは年間119時間

の受講が必要となり、受講者の業務に支障をきたす

可能性があるが、段階を経て受講すれば業務に対す

る影響を低減することができ、かつ継続的なスキル

アップにも繋がる。 
2.2.3 達成度評価と認定 

受講後に認定試験を行い技術レベルの達成度評

価を行っている。道守補コースでは、筆記試験およ

び面接試験を行っている。特定道守コースでは、道

守補コースの筆記試験に加えて、特定道守コースの

講義範囲に関する筆記試験、用語説明、論文形式の

問題および面接試験を行っている。道守コースでは、

特定道守の筆記試験に加え、道路マネジメントに関

する理解を確認するためのプレゼンテーション試験

を行っている。これらの試験結果を踏まえて、運営

協議会で認定を行っている。認定者には、長崎大学

長名で認定証と認定カードを発行している。 

3．成果・波及効果 

3.1 養成実績、資格取得 
道守コース4名、特定道守コース16名、道守補

コース45名、道守補助員コース125名の養成目標に

対して、道守コース12名、特定道守コース33名、

道守補コース115名、道守補助員コース179名を養

成し、全コースにおいて目標を大幅に上回ることが

できた。  
多くの認定者が、講座の受講をきっかけにして、

公的資格の取得に積極的に挑戦し、受講中および受

講後に技術士・コンクリート診断士などの資格取得

に成功している。 
3.2 活躍できる仕組みの構築 

認定者が県内で活躍するための仕組みを、以下

のように構築している。いずれも、資格の有効期限

を4年間と設定し、ポイント制によって資格の更新

を認めるシステムとしたことと関係している。 

 
 ボランティアとして活躍するための動機づけとし

て、認定者が行ったインフラの長寿命化に寄与する

ボランティア活動に対して、更新ポイントを付与す

ることとした。平成24年度には、認定者自らが道

路愛護団体を立ち上げ、年4回（約15km区間）の

点検パトロールを実施している。 
維持管理に関わる業務の受注・実施者として活

躍する仕組みとしては、資格取得、各種講習会参加

などに更新ポイントを付与している。このことによ

り継続的な技術力向上が図られ、適切な施工に繋が

ることを期待している。また、平成22年度より、

長崎県の総合評価落札方式において、当該企業に所

属する従業員が「道守、特定道守、道守補」に認定

されていることが、社会貢献活動の項目で加算点の

対象となっている。これは、認定者が所属する県内

地元企業の受注機会向上に繋がることが期待できる。 
平成24年度からは、長崎県の呼びかけで、県職

員と県職員OBとで毎年実施している橋梁および防

災（斜面、法面）点検に認定者が参加している。こ

の取組みは、インフラの維持管理における人材不足

認定者 

県職員 

県職員OB 

写真-3 点検状況 

図-3 通報体制 

道路管理者（国 県 市 町 等）

認 定 者

長 崎 大 学

通 報 対応連絡

異常の発見

対処

通 報 対応連絡
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を解決するために長崎県で独自に実施されたもので

あり、全国的にも極めて先駆的な取組みである。 
3.3 道路の異常通報システムの構築 

道路インフラ施設の変状や異常の情報を継続的

に収集することを目標とした道路異常通報システム

（図-3）を県内すべての道路管理者（国、県、市町

等）と構築し、運用を始めている。平成20年度か

ら平成24年度までの5年間に、延べ146件の道路異

常が報告されている。平成24年度からはスマート

フォンや携帯電話などのICT技術を活用した通報シ

ステムを構築し、通報作業の簡略化・データベース

化を行っている。 
3.4 高校生に対する道守講座 

長崎県教育庁高校教育課との新しい連携が生ま

れている。県内工業高校（鹿町、大村、佐世保）土

木科の学生への道守講座の実施である。講義は大学

関係者、橋梁点検実習は認定者が担当している。さ

らに、平成22年度から平成24年度までの3年間に、

当該工業高校の教員（4名）が、指導技術力の向上

を目的として道守補コースを受講している。 

4．課題と今後について 

5年間のプロジェクトを実施してきた中でいくつ

かの課題が残った。以下に3つの課題を述べる。 
 1つ目は、道守補以上の認定者の地域バランスの

課題であり、県内に満遍なく養成することができな

かった。例えば、長崎市69名、佐世保市23名に対

して、対馬市6名、西海市5名、上五島町1名である。 
2つ目は、発注者と受注者のスキルバランスの課

題である。当初から民間業者の受講申込みが多かっ

たことから民間業者を優先的に養成してきた。結果

として民間業者の認定者が160名に対して自治体職

員(県，市，町)の認定者が15名であり、発注者と受

注者に偏りがある。また、民間業者は受講により技

術が向上していること、受講後に積極的にスキル向

上を図っていることから受注者と発注者のスキルに

差が生じている。 
3つ目は、自治体の管理限界の課題である。道路

インフラ施設の数が膨大で広範囲におよぶことから

自治体職員のみで維持管理を行うには限界がある。

これらの課題を解決するために、“地域の力”であ

る道守補助員の協力が必要となる。道守補助員は、

人間センサー的な役割を果たすことから道路の異常

をいち早く発見でき、自治体の心強い味方になれる

と期待している。 
今年度以降は、上述する課題を解決するために

道守補以上の認定者が少ない地域を重点的に養成す

るとともに自治体職員を集中的に養成する。 また、

県内各地に多くの道守補助員を養成する。 
認定者に対しては、継続教育、技術相談、認定

後の活動など、全面的に支援する。自治体に対して

は、より一層密に連携し県内の道路インフラ施設の

長寿命化に貢献する。 
将来的には、“道”だけでなく、生活に必要不可

欠な、水、川、海、山を守る人材を養成することを

目標としている。 
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